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建設産業における生産システム合理化指針について

建設産業における生産システムの合理化については、従来より建設業法及び関係法令の

規定を踏まえ、その推進に努めてきたところであるが、今般、中央建設業審議会の第三次

答申（昭和63年5月27日）を受けて、建設生産システムの合理化を一層推進するため 「建、

設産業における生産システム合理化指針」を別添のように定めたので、本指針の趣旨を御

了知の上、貴会さん下の建設業者に対し、本指針の周知徹底を図るとともに、その遵守に

ついて適正な指導に努められるようお願いする。

、「 」（ ）なお 元請・下請関係合理化指導要綱 昭和53年11月30日付け建設省計建発第318号

は廃止する。

建設産業における生産システム合理化指針

第４ 適正な契約の締結

（２）代金支払等の適正化

下請契約における注文者（以下「注文者」という ）からその契約における受注者（以。

下「受注者」という ）に対する請負代金の支払時期及び方法等については、建設業法に。

規定する下請契約に関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をす

るものとする。

ア 請負代金の支払は、請求書提出締切日から支払日（手形の場合は手形振出日）まで

の期間をできる限り短くすること。

イ 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっ

ても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分につ

いては、現金払とすること。

ウ 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。

エ 前払金の支払を受けたときは、受注者に対して資材の購入、建設労働者の募集その

他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をすること。

、 、 （ 。 。）特に 公共工事においては 発注者 下請契約における注文者を除く 以下同じ

からの前金払は現金でなされるので、企業の規模にかかわらず前金払制度の趣旨を踏

まえ、受注者に対して相応する額を、速やかに現金で前金払するよう十分配慮するこ

と。

オ 建設工事に必要な資材をその建設工事の注文者自身から購入させる場合は、正当な

理由がないのに、その建設工事の請負代金の支払期日前に、資材の代金を支払わせな

いこと。


